
テンダーヒル御所わかば館 グループホームきっとうっど
重要事項説明書

１ 事業者
事業者の名称 社会福祉法人明徳会

事業者の所在地 奈良県御所市船路４１５番地

代表者氏名 理事長 山本 十九二

電話番号 ０７４５－６６－２５００

設立年月日 平成６年３月１８日

２ ご利用施設
ホームの名称 テンダーヒル御所わかば館 グループホームきっとうっど

ホームの所在地 奈良県御所市３６４－１（御国通り３丁目）

ホームの責任者 館長 鶴田浩史

電話番号 ０７４５－６４－２５００（代表）

ＦＡＸ番号 ０７４５－６４－２５０１

開設年月日 平成１８年３月１５日

３ ご利用施設であわせて実施する事業
事業の種類 指定年月日 介護保険事業所番号 定員

認知症対応型共同生活介護 平成18年3月15日 2970800336 １８人

通所介護 平成18年3月15日 2970800351 ２５人

訪問介護 平成18年3月15日 2970800351 －

居宅介護支援事業 平成18年3月15日 2970800351 －

４ 事業の目的と運営方針
事業の目的 社会福祉法人明徳会が開設するテンダーヒル御所わかば館グループ

ホームきっとうっどが行う指定認知症対応型共同生活介護事業は、

要介護者であって認知症の状態である者について、入浴、排せつ、

食事の介護、その他日常生活上の世話及び機能回復訓練を行うこと

により、認知症の進行を穏やかにし、行動障害を減少させ、認知症

高齢者が精神的に安定して健康で明るい生活を営むことができるよ

うに支援することを目的とする。

施設の運営方針 １ 本事業は、自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭

的な環境をもとで、心身の特性を踏まえ、認知症状の緩和や悪

化の予防を図り、尊厳ある自立した日常生活を営むことができ

るように、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の

世話や機能訓練、その他必要な援助を行うものとする。

２ 本事業においては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用

者の立場に立った サービスの提供に努めるものとする。

３ 本事業を運営するにあたって、地域との結びつきを重視し、居

宅支援事業者、居宅サービス事業者及び保健・医療又は福祉サ

ービスを提供するもの等との連携に努めるものとする。

３ 職員体制
常 勤 非常勤

職員の種類 員数 専 兼 専 兼 保有資格 研修会受講等内容

従 務 従 務

管理者 介護支援専門員 認知症高齢者ｸﾞﾙｰ

１人 － １ － － ﾌﾟﾎｰﾑ管理者研修

計画作成担当者 介護支援専門員 認知症実践者リー

２人 ２ － － － 介護福祉士２名 ダー研修２名

介護福祉士11名 認知症実践者研修

介護従事者 １９人 １３ ０ ３ － ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級 ６名

８名

４ 勤務体制
６人 （うち早出 ７：００～１６：００ １人

昼間の体制 日勤 ８：００～１７：００ １人

日勤 ９：００～１８：００ １人

遅出 １１：３０～２０：３０ ２人）

夜間の体制 ２人 （夜勤体制 １６：３０～翌１０：３０ ２人）

５ 利用状況（ 年 月 日）
利用者数 １ユニットあたり定員 ９人 （ユニット数：２ユニット）、

総定員 １８人

要介護度別 要支援２： 人 要介護１： 人 要介護２： 人

要介護３： 人 要介護４： 人 要介護５： 人

６ サービスおよび利用料等
食事・排泄・入浴（清拭 ・着替えの介助等の日常生活上の世話、）

日常生活の中での機能訓練、健康管理、相談・援助等上記について

保険給付サービス は包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応じて定められ

た金額（省令により変動有り）が自己負担となります。

２００，０００円
入居時一時金 （いかなる場合も返金いたしません）

家賃 ３０，０００円／月（※１）

保険対象外 水道光熱費 ２６，０００円／月（※１）

サービス 日常生活費 １５，０００円／月(※１)

教養娯楽費 １０，０００円／月（※１）

食事の提供 １日：１，３００円／日

朝：２００円 昼：５００円 夕：６００円

おむつ代などその他、個人で使用した品は実費
個人消耗品の費用 精算で自己負担となります。

通院送迎サービス 送迎のみ １回 ／１，０００円（片道）

付き添い １時間／１，０００円

（ ） （ 、 、 、 ）※１ １か月に満たない期間のサービス 家賃 水道光熱費 日常生活費 教養娯楽費

に関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。

日額＝月額÷３０（日） b小数点１以下切り捨て



７ 基本料金
１日あたりの自己負担分

要支援２ ７８９円／日

要介護１ ７８９円／日

要介護２ ８２７円／日

要介護３ ８５２円／日

要介護４ ８６９円／日

要介護５ ８８６円／日

８ 加算料金
初期加算 ３９円／日（３０日を上限）

医療体制加算 ３９円／日

夜間ケア加算 ２５円／日

看取り加算 ８０円／日（死亡日以前４日以上３０日以下）

退所時相談援助加算 ４００円／回

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円／日

サービス提供体制強化加算 Ⅰ １２円／日（ ）

８ ご利用料金の支払い方法
ご利用料金等は、１ヶ月毎に集計し、毎月１５日頃に請求書をお送りしますので、

次のいずれかの方法で お支払いください。

ア.金融機関（南都銀行または郵便局）口座からの自動引き落としア.金融機関（南都銀行または郵便局）口座からの自動引き落としア.金融機関（南都銀行または郵便局）口座からの自動引き落としア.金融機関（南都銀行または郵便局）口座からの自動引き落とし

・引落日は、毎月２０日です （郵便局のみ、２０日に引落不能の場合は。

２８日に再度引落しを行います）

・残高不足等で引落不能の場合は、翌月に２ヶ月分が引き落とされます。

イ．指定口座（南都銀行または郵便局）への振込イ．指定口座（南都銀行または郵便局）への振込イ．指定口座（南都銀行または郵便局）への振込イ．指定口座（南都銀行または郵便局）への振込

・振込手数料は、利用者様負担となります。

・請求書が届いた月の末日までにお振り込みください。

ウ．現金によるお支払いウ．現金によるお支払いウ．現金によるお支払いウ．現金によるお支払い

・請求書が届いた月の末日までにご持参ください。

協力医療機関９

協力医療機関名 勝山診療所

診療科目 内科、小児科、脳神経外科、外科、リハビリテーション科

協力医師 勝山 諄亮

１０ 苦情等の受付窓口
ケアサービスの提供にあたっては万全な体制で臨んでいますが、

万 一ご不満・ご不審な点がございましたら、下記までお申しつけください。

ご利用相談窓口 担 当 ： 相談員 大瀬 陽子

（当事業所） 受付時間 ： 月～金曜日 ９：００～１７：００

連 絡 先 ： ０７４５－６４－２５００

〒644-006 奈良県橿原市大久保町３２０ー１１

奈良県国民健康 奈良県市町村会館内

保険団体連合会 電 話：①0744-21-6811（相談窓口専用）②0120-21-6899

ＦＡＸ：0744-21-6822

御所市役所 〒639-2298 奈良県御所市１－３

電 話：0745-62-3001（代）

１１ 事故発生時の対応及び損害賠償
事故発生時の際は直ちに、ご家族及び居宅介護支援者、並びに保険者（市町村）に連

絡をするとともに、必要な措置を講じます。

また、サービスの提供にあたり賠償すべき事故が発生した場合は、速やかにその損害

を賠償いたします。

１２ 非常災害時等の対応について
非常時は、防火管理者の指示の元、テンダーヒル御所消防計画に則り対応を行います。

また、年に２回夜間・昼間を想定した避難訓練を消防署の指示の元行います。

１３ 当ホームご利用にあたって留意いただく事項
来訪・面会 来訪者は面会時間（9:00～17:00）を遵守し、面会簿に必ず記入

ください。

急用等で面会時間外に来訪される場合は、事前にご連絡をお願い

いたします。

外出・外泊 外出・外泊をされる場合は、その都度身元引受人が事前に届出を

行ってください。利用者の体調等により、許可できない場合もあ

りますので、あらかじめご了承下さい。

協力医療機関 契約者又はご家族が、協力医療機関以外への日常的な受診を希望

以外の医療 される場合には、ご家族の方で送迎くださいますようお願いいた

機関への受診 します。

家具等の 自室での家具等は、リロケーションダメージの軽減の為、入居前

持ち込み に過ごしておられ自宅の家具等をそのまま持ち込んでいただき、

自室の再現をいただきますようお願いいたします。

居室・設備・ 施設内の居室や設備、器具等は本来の用法にしたがってご利用く

器具等の利用 ださい。これに反したご利用によって破損等が生じた場合は、賠

償していただくことがあります。

喫煙 喫煙は決められた場所及び時間以外では行わないでください。

迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 また、む

やみに他の利用者の居室に立ち入らないようにしてください。

所持品の管理 ホーム内では貴重品は事務所にお預けください。

ご本人で管理されている所持品(貴重品を含む)が紛失などした

場合には、一切責任を負いません。

宗教活動及び 施設内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動や、他の利

政治活動 用者の迷惑になるような行為は、一切禁止します。

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。



１４ 病状などが重度化した場合における対応

急性期における １ ホームの看護師は、勤務時間以外でも携帯電話を携行し、常に緊

連携体制 急時の連絡を受けられるようにしておくこととする。

２ １の連絡体制をとれない場合には、当法人の運営するその他の事

業所の看護師が輪番にて対応する。

３ 主治医の指示・指導の下、随時情報を共有しながら必要な医療を

、 。行い 必要に応じて入院による病院での医療とも連携体制を築く

４ 看護師は主治医の指示の元で利用者の疼痛緩和など安らかな状態

を保つように状態把握に努め、利用者の状況を受け止めるように

する。また、日々の状況などについて随時、家族に対して説明・

報告を行い、その不安に対して適宜対応していく。

１５ 看取り介護の体制および内容

。自己決定と尊厳 １ 利用者または家族に対し 生前意思( )の確認を行う、 リビングウィル

を守る看取り介 ２ ホームでの看取り介護においては、主治医による診断（医学的に

護 回復の見込みがないと判断した時）がなされ、必要な介護を人的

および設備的に当ホームにおいて提供することが可能であると確

認された時が看取り介護の開始とする。

３ 看取り介護実施にあたり、主治医が２に示した状態で看取り介護

が必要であると判断した場合には、主治医より利用者または家族

へ説明を行い、同意を得た上で、看取り介護を行うこととする。

この際、ケアに携わる管理者および職員が立ち会うものとする。

４ 原則として週1回程度、利用者または家族への説明を行い、適宜

介護の内容を見直し、必要に応じて変更するものとする。

５ ホームでの看取り介護に関して、家族の面会の際、利用者と安ら

かに過ごすことができるよう、希望に応じて家族が宿泊できる環

境を提供する。

看取り介護の １ 施設の全職員は、利用者が尊厳を持つ一人の人間として、安らか

実施内容 な死を迎えることが出来るように、利用者または家族の支えとも

なり得る身体的、精神的支援に努める。

２ 看取り介護にあたっては職員が協力し合って利用者の食事・水分

摂取量、排尿・排便などの状況の確認を行うとともに、利用者の

身体状況に応じた食事の提供や好みの食事等の提供に努める。

３ 利用者の身体状況に応じ可能な限り入浴や清拭を行い、清潔保持

と感染症予防対策に努める。その他、利用者および家族の希望に

沿うように努める。

４ 利用者の身体状況に応じた安楽な体位の工夫や援助および疼痛緩

和などの処置を適切に行う。また、状況に応じて手を握る、体を

マッサージする、寄り添うなどのスキンシップや励まし・安心さ

れる声掛けによるコミュニケーションなどの対応に努める。

５ 変化していく身体状況や介護内容については定期的に主治医から

説明を行い、家族の意向に沿った適切な対応を行う。

その他 入院期間中の水道光熱費、日常生活費、教養娯楽費食費については徴

収しない。居室料については入院期間中も通常通り徴収する。

平成 年 月 日

（事業者）

テンダーヒル御所わかば館

グループホーム きっとうっど

奈良県御所市３６４－１

説明者氏名 印

私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受けたことを確認します。

（利用者）

住 所

氏 名 印

（身元引受人）

住 所

氏 名 印


